
 

◎災害被害を軽減する国民運動の推進に関する 

専門調査会の設置について 
 

 

 

（検討事項） 

・国民運動を推進するための基本方針 

・国民運動の推進に向けた取組の具体的な推進手法 

 など 

 

国民運動の基本方針の決定へ 

（今後の予定） 

 今年度中に検討結果をとりまとめ、 

 中央防災会議に報告 

○平成１７年版防災白書（抜粋） 
『地震防災戦略に掲げた「今後 10年で死者数及び経済被害額を半減さ
せる」という「減災目標」を達成するためには，社会全体でその目標を

共有し，生命，身体，財産を守るための具体的な行動を実践する国民運

動を展開しなければならない。』 
○平成１８年度防災対策の重点（抜粋） 
「個人個人の自覚に根ざした自助、地域コミュニティ等における共助の

取組みも減災社会の実現のためには不可欠であることから、国民一人ひ

とりの防災意識及び地域コミュニティ等の防災力を向上させるべく、国

民運動を展開していかなければならない。」 

災災害害被被害害をを軽軽減減すするる国国民民運運動動のの推推進進にに関関すするる

専専門門調調査査会会のの設設置置 
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